
マルチスライス X 線 CT 装置本体保守委託契約書（案） 

 

 群馬県立精神医療センター  院長 赤田 卓志朗（以下「甲」という。）と       

              （以下「乙」という。）は、次のとおり委託契約を締結する。  

 

（委託）  

第１条 甲は、次に掲げる装置の保守を乙に委託し、乙は、これを受託するものと

する。  

 (1) 装置名  マルチスライス X 線 CT 装置本体  

 (2) 規 格  日立製作所製  

              Suprie Grande FR 

 (3) 数 量  １台  

 

（委託の内容）  

第２条 本契約に基づき、乙が行う委託業務の範囲は次のとおりとする。  

 (1)定期点検保守  

     マルチスライス X 線 CT 装置本体の正常な機能を維持するために必要な定期保

守点検（点検、調整、部品の交換）を、年２回以上実施することとし、実施

日は甲乙協議の上、決定するものとする。  

(2)緊急修理保守  

     保守対象機器に故障、不具合が発生した場合、乙は、甲の要請に基づき、速

やかに技術者を派遣して修理又は調整を行い、機器を復旧させるものとす

る。  

(3)故障時の修理技術料及び修理部品は乙の負担とする。  

(4)前項に含まれない費用は、別途乙が甲に請求するものとする。  

 

（委託の範囲）   

第３条 次に掲げる事項は、第２条から除外する。  

 (1) 天災地変等甲乙双方の責に帰することのできない原因により生じた損傷の修

理 

 (2) 甲の装置に対する取扱いの不備、操作上の故意又は過失によって生じた損傷

の修理  

 (3) 装置の改造、オーバーホール又は移設に関する作業  

 

（委託期間）  

第４条 この契約による委託期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日ま

でとする。  

 

（委託料）  

第５条 委託料は、         円（年額       円）で、うち消費税及

び地方消費税額は         円とする。  

２ 乙は定期点検を実施した月の翌月１０日までに、委託料請求書を甲に提出する

ものとする。  

３ 甲は、前項の委託料請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した

日から３０日以内に乙に対して委託料を支払うものとする。  

 

（契約保証金）  



第６条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。  

 

（解除等）  

第７条 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、この契約を解除するこ

とができる。  

 (1) 乙がこの契約を履行することができないと甲が認めたとき。  

 (2) 乙の委託業務の処理が不適当と甲が認めたとき。  

 (3) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下

「暴力団」という。）又は役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法

人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する

事務所の代表者をいう。）が暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。）若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有している者（以下「暴力団員等」という。）であることが判明したと

き。  

 (4)  本契約に係る下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等（以下

「下請契約等」という。）の相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知っ

たにもかかわらず下請契約等を解除しなかったとき。  

 (5) 乙がその他この契約書の条項に違反したとき。  

２ 甲は、前項の規定により契約を解除したとき（前項第１号又は第２号に該当す

る場合にあっては、乙の責めに帰すべき理由がある場合に限る。）は、乙に対し

違約金として契約金額の 10 分の１に相当する額の支払いを求めることができ

る。  

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したときは、乙に損害が生じてもそ

の責を負わないものとする。  

 

（談合等不正行為があった場合の解除等）  

第８条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したと認めたときは、この契約を解

除することができる。  

 (1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第

１号に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対して行う独占禁止法第７

条又は第８条の２の規定に基づく排除措置命令（排除措置命令がなされなかっ

た場合は、独占禁止法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金納付命令）又は

独占禁止法第 85 条第１号の規定による抗告訴訟について請求棄却又は訴え却

下の判決が確定したとき。  

 (2) この契約に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が

刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６又は独占禁止法第 89 条第１項若し

くは第 95 条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。  

２ 乙は、前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かにか

かわらず、甲の請求に基づき契約金額の 10 分の２に相当する額を違約金として

甲の指定する期間内に支払わなければならない。  

３ 乙が第１項各号に該当することにより甲に損害が生じた場合、当該損害が前項

の規定する違約金を超えなお存在する場合には、甲はその超過額を併せて乙に請

求することができるものとする。  

４ 前条第３項の規定は、第１項の規定による解除の場合に準用する。  

 

（違約金等の遅延利息）  



第９条 乙が、第７条第２項並びに第８条第２項及び第３項に規定する金額を甲の

指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いを

する日までの日数に応じ、年３％の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わな

ければならない。  

 

（暴力団等による不当要求行為があった場合の届出義務）  

第 10 条 乙は、乙又は本契約に係る下請契約等の相手方が当該契約の遂行に当た

り暴力団又は暴力団員等から不当な要求行為を受けた場合は、その旨について、

遅滞なく甲への報告及び警察への届出を行わなければならない。  

 

（損害賠償）  

第 11 条 乙の従事者が委託業務の実施に際して甲に損害を与えたときは、乙は、

その損害を賠償する責めを負うものとする。委託業務の実施により第三者に損害

を与えたときも、同様とする。  

 

（契約の費用）  

第 12 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。  

 

（信義則）  

第 13 条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならな

い。  

 

（疑義等の決定）  

第 14 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、群

馬県病院局財務規程（平成１５年病院管理規程第５号）の定めによるものとし、

なお疑義があるときは、甲と乙とが協義して定めるものとする。  

 

 

      令和８年４月１日  

 

                             甲 群馬県伊勢崎市国定町二丁目２３７４  

                                 群馬県立精神医療センター  

                                 院 長  赤田 卓志朗  

 

 

                             乙  

 

 

 

 

 

 

 

 


